
規

則 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

岩 

本 

育 

子 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
介
護
時
間
簿
（
別
表
第
三
の
八
）
を
も
つ
て
、
校
長
に
あ
つ
て
は
教
育
長
に
、
そ
の
他
の

職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
の
三
第
二
項
中
「
含
む
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」

を
、
「
同
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
取
消
」
を
「
取
消
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条

第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
取
消
」
を
「
取
消
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
三
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

     

「
第
２
条
の
２
」

 

 「
第
２
条
の
２
」

 

 「
第
２
条
の
２
」
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別
表
第
三
の
七
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

                            



 

 



 

   



 

別
表
第
六
の
（
注
）
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同 

表
の
（
注
）
４
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
同
表
の
（
注
）
５
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
六
の
二
の
（
注
）
４
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
六
の
六
及
び
別
表
第
六
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                       

第
２
条
の
２
第
３
号

 

る
監
護
期
間
中
の
者
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
を
受
け
養
育
す
る
者
又
は
条
例
第
２
条
の
２

 

に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
監
護
期
間
が
開
始
し
た
日
又
は
委
託
を
受
け
た
日
、

 

(
３

)
 

 
監
護
期
間
中
の
者
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
を
受
け
養
育
す
る
者
又
は
条
例
第
２
条
の
２
に

 

規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
監
護
期
間
が
開
始
し
た
日
又
は
委
託
を
受
け
た
日
、

 

(
４

)
 

 

請
求
に
係
る
子
が
特
別
養
子
縁
組
に
係

 

請
求
に
係
る
子
が
特
別
養
子
縁
組
に
係
る

 

第
２
条
の
３
第
３
号

 

第
２
条
の
２
第
２
号
又
は
第
３
号
）

 
第
２
条
の
３
第
２
号
又
は
第
３

 

(
３

)
 

(
４

)
 

号
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



      



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
第
２
条
の
２
」

 

 「
第
２
条
の
２
」

 

 


